
社会福祉法人　海邦福祉会

別紙1

現況報告書（令和7年4月1日現在）

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称

(8)主たる事務所の住所

(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無

(12)従たる事務所の住所

(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

47 沖縄県 324 中頭郡読谷村 47000 8360005002576 01 一般法人 01 運営中

沖縄県 中頭郡読谷村 字楚辺１３９５－２０３

https://www.kaihofukushi.com/ (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kaiho@mue.biglobe.ne.jp

社会福祉法人　海邦福祉会

沖縄県 中頭郡読谷村 字高志保１０４７番地の１

098-958-4483 096-958-1865 1 有

(3-2)評議員の職業

伊佐　智樹 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで

平成2年3月31日 平成2年4月12日

7 7 50,000

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期
(3-4)評議員の所轄

庁からの再就職状況

(3-5）他の社会福祉法人の評議

員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評議

員会への出席回数

1

大嶺　文 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
1

町田　憲彦 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
1

坂本　将吏 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
0

岸本　恵樹 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
1

糸満　立子 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
1

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注)
(3-3)理事長への就任年

月日

(3-4)理事の

常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議員

会議決年月日
(3-6)理事の職業

上間　優一 R3.6.12 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで
0

(3-7)理事の

所轄庁からの

再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理事

と親族等特殊

関係にある者の

有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会計

年度における理

事会への出席

回数

6 6 8,555,000 2 特例無

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 2 無 3
島　粒希

3 その他理事 2 非常勤 令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 2 無 3
荷川取　佳樹

3 その他理事 2 非常勤 令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 2 無 3
諸留　将人

3 その他理事 2 非常勤 令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 4 その他 1 有 3
知念　長子

3 その他理事 2 非常勤 令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 2 無 3
最上　太一郎

3 その他理事 2 非常勤 令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 3 施設の管理者 1 有 3
知念　隆生

1 理事長 令和1年6月22日 1 常勤 令和5年6月4日

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

2 2 105,000

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況
(3-3)監事選任の評議員

会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況
(3-7)前会計年度におけ

る理事会への出席回数

上地　武昭
令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 2

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度の

会計監査人の監査

報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる定

時評議員会へ

の出席の有無

(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当該会計年

度の会計監査人の

監査報酬額（円）

池宮城　政明
令和5年6月4日

R5.6.4 令和6年度会計に関する定時評議員会終結の時まで 6 財務管理に識見を有する者（その他） 2



社会福祉法人　海邦福祉会

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

(2)施設・事業所職員の人数

①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき

　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(1-2)前会計年度の

会計監査人の監査

報酬額（円）

(1-3)前年度

決算にかかる定

時評議員会へ

の出席の有無

(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当該会計年

度の会計監査人の

監査報酬額（円）

3 1 0

(1)評議員会ごとの評議員

会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会

計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

0.5

34 2 21

1.5 13.5

0

(1)理事会ごとの理事会開

催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事別

の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事

令和6年5月30日 5 1 　・令和5年度決算計算書類及び財産目録の承認

令和7年3月25日 6 1
・令和6年度第二次補正予算(案)の承認　・令和7年度当初予算(案)の承認　・令和7年度事業計画(案)の承認

・経理規定変更の承認　・令和7年度管理者の選任(案)

0

上地　武昭

令和6年5月14日 6 2
・令和5年度事業実績報告書(案)の承認　・決算計算書類及び財産目録(案)の承認　・令和5年度監事監査報告

・評議員会の招集、招集事項(案)　の承認

令和6年9月3日 6 1
・令和6年度第一次補正予算(案)の承認　・事業継続計画(BCP計画)(案)の承認

・規定の一部改訂(出張旅費規程)(案)の承認

池宮城　政明

特になし

特になし

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始

年月日

⑦事業所単位

での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）



社会福祉法人　海邦福祉会

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません） 

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）

001 高志保園

01040401 障害者支援施設（施設入所支援） 障害者支援施設高志保園

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 3 自己所有

イ大規模修繕

3 自己所有 平成2年8月1日 40 14,892

ア建設費

平成2年8月1日 40 10,728

ア建設費

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 3 自己所有 3 自己所有

001 高志保園

02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 障害者支援施設高志保園

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 3 自己所有

イ大規模修繕

001 高志保園

01040402 障害者支援施設（生活介護） 障害者支援施設高志保園

イ大規模修繕

3 自己所有 平成15年3月18日 8 419

ア建設費

平成22年12月12日 31 11,097

ア建設費

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字楚辺1395-203 3 自己所有 3 自己所有

001 高志保園

02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 西海岸中部地域総合支援ｾﾝﾀｰたかしほ

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1049-2 3 自己所有

イ大規模修繕

001 高志保園

02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） GH海の邦

イ大規模修繕

3 自己所有 平成16年4月1日 20 4,330

ア建設費

平成16年4月1日 20 4,248

ア建設費

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1049-2 3 自己所有 3 自己所有

001 高志保園

00000001 本部経理区分 本部

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 3 自己所有

イ大規模修繕

001 高志保園

02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） 西海岸中部地域総合支援ｾﾝﾀｰたかしほ

イ大規模修繕

3 自己所有 平成2年8月1日 0 0

ア建設費

平成2年8月1日 0 0

ア建設費

沖縄県 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1047-1 3 自己所有 3 自己所有

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始

年月日

イ大規模修繕

001 高志保園

00000001 本部経理区分 共通事業

⑦事業所単位

での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額（円）

①-1拠点区

分コード分類

①-2拠点区

分名称

①-3事業類型コード

分類
①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の土

地の保有状況

⑤事業所の建

物の保有状況

⑥事業所単位での事業開始

年月日

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

⑦事業所単位

での定員

⑧年間(4月～3

月）利用者延べ総

数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

（イ）修繕費合計額（円）

①取組類型コード分類

➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容

イ　大規模修繕
（ア）－１修繕年月日

（１回目）

（ア）－２修繕年月日

（２回目）

（ア）－３修繕年月日

（３回目）

（ア）－４修繕年月日

（４回目）

（ア）－5修繕年月日

（５回目）

地域における公益的な取組

⑨（その他）

緊急保護一時受け入れ事業 読谷村・嘉手納町・北谷町

一時的に生活する場所等がない方々に対し一時的な居住の場の提供を行う。

225,290,000



社会福祉法人　海邦福祉会

（2）社会福祉充実計画の策定の状況

（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

　　②地域公益事業（円）

　　③公益事業（円）

　　④合計額（①＋②＋③）（円）

（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

　①任意事項の公表の有無

　　㋐事業報告

　　㋑財産目録

　　㋒事業計画書

　　㋓第三者評価結果

　　㋔苦情処理結果

　　㋕監事監査結果

　　㋖附属明細書

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

　①事業運営に係る公費（円）

　➁施設・設備に係る公費（円）

　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

　①実施者の区分

　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）

　③業務内容

　④費用［年額］（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

③事業内容

職員の専門性の向上

1 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類

する小規模事業）
平成29年度に策定・承認を受けた社会福祉充実計画において掲げた「計画的な職員の専門性向上のた

めの研修」の方針に基づき、令和6年度は、法人内外の研修受講に係る費用等に充実残額を活用した。こ

れにより、法人全体の人材育成と福祉サービスの質的向上を図っている。

15,000,000

15,000,000

3 研修の充実

①事業名

②事業種別

④事業内容（記述）

⑤計画における事業費のうち

社会福祉充実残額財源の

合計（円）

⑥⑤のうち今会計年度以

降の合計（円）

0

5,000,000

平成29年7月1日 令和9年3月31日

1 有

1 有

⑤の合計（円）
⑥の合計（円）

15,000,000
15,000,000

5,000,000

0

0

351,669,917

施設名 直近の受審年度

03 税理士

冨田将孝税理士事務所

1 有

3 該当なし

3 該当なし

1 有

1 有

346,742,184

貴法人の定款第17条第3項に基づき理事長及び業務執行理事は、毎会計年度の4月を超える間隔で2回以上、

自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならないが、令和5年度は1回のみの報告であったことが

認められた。

ついては、定款の規定に基づき適切に報告すること。

②就労事業会計について

就労支援事業は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する

イ　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

■一般監査対象：社会福祉法人海邦福祉会　障害者支援施設 高志保園　　実施年月日：令和6年9月11日

【文書指摘　3件】

〈法人運営の状況について〉

①理事長及び業務執行理事の職務の執行状況の報告について

検食の実施については、食品の安全性確保の観点から利用者の食事提供前に行うこととなっているが、貴施設に

おいては、令和5年度の多くの日の食事について、食事提供後に行われていることが確認できた。

検食は異臭・異物の衛生上の確認や食べやすさ等を確認する重要な業務であることを理解の上業務を行うこと。

■一般監査対象：社会福祉法人海邦福祉会　障害者支援施設 高志保園　　実施年月日：令和6年9月11日

【文書指摘　3件】

〈法人運営の状況について〉

金額を利用者の賃金等の総額とすることとなっている。

しかし、貴法人の令和4年度及び令和5年度の決算状況を確認したところ、就労支援事業において損失が生じて

いる状況であることが認められた。

ついては、当該事業の経営改善のための検討を行い、早期改善に向けて対応すること。

〈施設運営の状況について〉

③検食の実施について

①毎年、2回定期での理事会を計画し、報告漏れのないよう努めます。

②ご指摘の通り、就労支援事業で損失がでないよう、改善を図ってまいります。

又、経営会議にて検討していきます。

〈施設運営の状況について〉

③9月11日の監査終了後、全体へ食事前の検食について周知致しました。



社会福祉法人　海邦福祉会

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入

② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入

③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●　　）

⑥ 法人独自で退職手当制度を整備

⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

10月16日給食会議の際にも、再度検食の重要性を再確認しております。


